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進路だより  

                                      福岡県立築城特別支援学校  進路指導課  

  
アンケートのご協力ありがとうございました！ 

  

前回の進路だよりでのアンケートのご協力ありがとうございました。貴重なご意見をたくさん

いただきましたので、１つでも多くのお答えができればと考えています。  

 

「高等部卒業後の進路について」 
 

今回は、ご意見の中でとても多かった「高等部卒業後の進路」についてお知らせいたします。 

高等部卒業後の進路は大きく「就労（働く）」と「生活の支援を受ける（介護）」の大きく２つに

分けられます。それぞれに種類、求められる力についてお知らせいたします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・雇用契約を交わし、最低賃金以上の給料が保証される。 

・本校においては、障がい者雇用での就労を目指している。 

・雇用形態は、正社員雇用・パートタイム雇用とありますが、ほとんどの卒業生は１日

６～７時間勤務のパートタイム雇用。 
 

           ・生活リズムが整っていて、休まない。 

                   ・身の回りのことが自分でできる。 

・情緒が安定している。 

・決められた時間、決められた日数を働くことができる。  

                   ・挨拶や報告、連絡、相談が自分からできる。 

                   ・困ったことなどを自分から解決するように行動することがで

きる。 

                   ・自分で通勤することができる。 

・決まりやルールを守ることができる。 

・時間を守ることができる。 

求められる力  

一般就労  

「就労（働く）」 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

それぞれで示した「求められる力」につきましては、それがすべてではありません。最低限、その

ような力を備えた上での、作業スキルや作業内容・環境等のマッチングで進路決定をしていき

ます。是非、実習先や進路を考える際の参考としてください。 

また、施設見学など希望される方は、担任を通してお尋ねください。  

 

・雇用契約を交わし、最低賃金以上の給料が保証される。 

・勤務時間は１日４～５時間が多い。 

・近くに支援員がおり、困ったときは声を掛けてくれる環境。 

・一般就労で求められる力が、少し足りない人が働きながら訓練をする場所。  

 

           ・生活リズムが整っていて、休むことが少ない。 

                   ・身の回りのことが自分でできる。 

・決められた時間、決められた日数を働くことができる。  

就労継続支援Ａ型  

・個人に合った作業内容・時間で働く。 

・働いた時間分の工賃がもらえる。 
 

           ・一定時間、持続して自分ができる作業をすることができる。 

                   ・意思表示ができるとよい。 
 

就労継続支援Ｂ型  

・就労を希望する人に対し、就労に必要な訓練を受ける。 

・自立した日常生活又は社会生活ができるよう、必要な訓練を受ける。  

・基本的に工賃等はもらえない。 
 

          ・将来、就労する意欲がある。 
 

就労移行・自立訓練  

求められる力  

求められる力  

求められる力  

・常に介護が必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。  

・創作活動や生産活動を行い、工賃をもらえる施設もある。 
 

           ・意思表示ができるとよい。 

                   ・自分でできることが、多くあるとよい。 

                   ・余暇の時間など、一人で過ごす方法があるとよい。 

                    
 

生活介護  

求められる力  

「生活の支援を受ける（介護）」 


